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   Ｃ０８Ｂ  37/16     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  45/00     (2006.01)
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【ＦＩ】
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   Ａ６１Ｐ  31/04    　　　　
   Ａ６１Ｐ  43/00    １２１　

【手続補正書】
【提出日】平成21年1月23日(2009.1.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　本発明のこの観点による方法において、化合物の投与は任意の好適な経路で行うことが
でき、これには限定なく、非経口、経口、舌下、経皮、局所、鼻腔内、エアロゾル、眼内
、気管内、直腸内または膣内を含む。治療組成物の投与は、既知の手順と用量で、感染の
症状または代理マーカーを低減させるのに有効な時間、行うことができる。医師は、投与
するのに適切な用量、または細菌感染症を予防もしくは処置するのに有用な治療プロトコ
ルを決定することができる。同時にまたは順番に、本発明の１種または２種以上の治療組
成物の治療的に有効な量を、単一の処置エピソードとして個人に投与することが望ましい
場合もある。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　本発明のこの観点による方法において、化合物の投与は任意の好適な経路で行うことが
でき、これには限定なく、非経口、経口、舌下、経皮、局所、鼻腔内、エアロゾル、眼内
、気管内、直腸内または膣内を含む。治療組成物の投与は、既知の手順と用量で、感染の
症状または代理マーカーを低減するのに有効な時間、行うことができる。医師は、投与す
る適切な用量、または細菌感染症を予防もしくは処置するのに有用な治療プロトコルを決
定することができる。同時にまたは順番に、本発明の１種または２種以上の治療組成物の
治療的に有効な量を、単一の処置エピソードとして個人に投与することが望ましい場合も
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